
事務手続きの流れ 集積所の設置、修繕の場合

市

①補助金交付申請書（様式第１号）
②集積所位置図
③着工前写真
④見積書（宛名は町内会等）
⑤収支予算書（様式第２号）
⑥町内会等の通帳写し（表・見開き）

交付決定通知書
（様式第３号）

実績報告書（様式第７号）

・収支決算書（様式第８号）
・領収書の写し（宛名は町内会等）
・完成写真

※ 町内会等からの請求書は省略

※ 事業完了後３０日以内または
年度末の早い日までに提出

補 助 金 交 付
（銀行振込）

町
内
会
等

条件適合確認

・現地調査
・補助金額確定

・ 業者へ発注
・ 完成後、業者へ代金支払い

・ 町内会等が自ら設置・修繕の
場合は材料購入

変更・中止申請書
（様式第５号）

変更・中止承認通知書
（様式第６号）

事業関係書類の保存
（事業年度終了後５年間）


